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【事案の概要】

１　特許庁における手続の経緯等

（１）　被告（株式会社タグチ工業）は、平成23年
11月21日、別紙商標目録記載の商標（以下「本
件商標」という。）につき、指定商品を第７類「鉱
山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、農
業用機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕
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装置」（以下「本件指定商品」という。）として、
商標登録出願をし、本件商標は、平成24年４月
27日、登録された（登録第5490432号）。（甲１）

（２）　原告（東宝株式会社）は、平成29年２月22日、
本件商標について、商標登録無効審判を請求し
た。なお、原告は、商標法４条１項15号及び19
号に関し、「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」との文字から成
る商標（以下「引用商標」という。）を引用した。

（甲175）

（３）　特許庁は、原告の請求を無効2017－890010
号事件として審理し、平成29年10月16日、「本
件審判の請求は、成り立たない。」とする別紙審
決書（写し）記載の審決をし（以下「本件審決」
という。）、その謄本は、同月26日、原告に送達
された。

（４）　原告は、平成29年11月22日、本件審決の取
消しを求めて本件訴訟を提起した。

２　本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書（写し）のとお
りである。要するに、①本件商標は、これを本件
指定商品に使用しても、その取引者及び需要者に
おいて、当該商品が、原告や原告と緊密な関係に
ある営業主の業務に係る商品であると誤信される
おそれはないから、商標法４条１項15号に該当し
ない、②本件商標は、不正の目的をもって使用
をするものではないから、同項19号に該当しない、
③本件商標は、非道徳的なものなどではなく、商
標登録出願の経緯などに社会的相当性を欠くもの
もないから、同項７号に該当しない、というもの
である。

３　取消事由

（１）　商標法４条１項15号該当性判断の誤り（取
消事由１）

（２）　商標法４条１項19号該当性判断の誤り（取
消事由２）

（３）　商標法４条１項７号該当性判断の誤り（取
消事由３）

【判　　断】
１　取消事由１（商標法４条１項15号該当性判断の

誤り）について

（１）　商標法４条１項15号にいう「他人の業務に
係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある
商標」には、当該商標をその指定商品又は指定
役務に使用したときに、当該商品又は役務が他
人の業務に係る商品又は役務であると誤信され
るおそれがある商標のみならず、当該商品又は
役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系
列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示
による商品化事業を営むグループに属する関係
にある営業主の業務に係る商品又は役務である
と誤信されるおそれがある商標が含まれる。そ
して、上記の「混同を生じるおそれ」の有無は、
当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人
の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該
商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係
る商品又は役務との間の性質、用途又は目的に
おける関連性の程度並びに商品又は役務の取引
者及び需要者の共通性その他取引の実情などに
照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取
引者及び需要者において普通に払われる注意力
を基準として、総合的に判断されるべきもので
ある（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年７
月11日第三小法廷判決・民集54巻６号1848頁）。

（２）　商標の類似性の程度

ア　外観
本件商標は、「ＧＵＺＺＩＬＬＡ」と、８文

字の欧文字から成る。本件商標において、「Ｇ」
と「Ａ」の字体は、やや丸みを帯び、「Ｕ」と
３文字目の「Ｚ」の上端及び７文字目の「Ｌ」
と「Ａ」の下端は、それぞれ結合し、３文字
目及び４文字目の「Ｚ」は、両文字の左下が
前下方に鋭く突尖しているほか、やや縦長の
太文字で表されることによって、デザイン化
されている。

引用商標は、「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」と、８
文字の欧文字から成る。原告が引用した引用
商標の文字は、標準文字であって、デザイン
化されていないが、実際には、様々な書体で


